
市 会 報民 議 告
 令和3年度第2回

1. 「弁護士子どもSNS相談」について

報告：副会長 小川 英郎
市民会議の1つ目の議題として、常設化された

「弁護士子どもSNS相談」についてご報告し、ご
意見を伺いました。

⑴　本年度常設化
「弁護士子どもSNS相談」は、「子どもの権利

に関する委員会」の委員有志を中心に昨年度、コ
ロナ禍の緊急事態宣言を受けて立ち上げた子ども
のためのLINE相談活動がきっかけとなり、今年
度常設化された相談活動です。子どもたちが学校
生活や家庭生活において深刻な悩みを抱えている
こと、保護者・教員・自治体の相談窓口などへは
相談できないまま、その悩みを一人で抱えている
こと、弁護士がLINEで相談を受けることにより、
子どもの権利救済に資する結果が得られること等
が実感された結果、常設化に至ったものです。

体制としては、週3回（日、月、木）、19時か
ら21時まで、弁護士3人体制で相談を実施するも
ので、このような体制でLINE相談を実施するの
は、全国の弁護士会では初めてです。新聞等のメ
ディアにも取り上げられ、常設化後、多くの子ど

もたちからの相談が寄せられています。
⑵　増える深刻な相談

相談内容としては、学校生活や友人関係の悩
み、家族関係の悩み、保護者や教育・福祉機関に
よる虐待、少年事件、学校事故、SNS上のトラ
ブルが多く、常設化後は、各地から深刻な相談が
多く寄せられるようになっています。

10代ではほとんどの子どもがLINEを使ってい
ます。一方で従来の電話での相談活動は、固定電
話を置かない家庭も増えつつあり、また、相談内
容によっては、保護者に聞かれるリスクのある環
境での相談は期待できません。そこで、子どもに
とって相談しやすいツールの活用が必要不可欠と
考え、子どもになじみの深いLINEによる相談を
実施することにしたものです。時間帯も子どもが
相談しやすい夜間の時間に設定しました。

⑶　市民会議委員からのご意見
「これまでも、専門ダイヤルや電話相談はあっ

たが、LINEはメディアでも紹介しやすいし、是
非こういった取組はどんどん進めた方がいい。課
題は、多くの子どもにどうやって知ってもらうか
だと思う。」
「LINEでの相談は、真剣な相談だけでなく冷

やかしのような相談も来るのではないか。その場
合の判別が難しいような気がするが、そういうも
のも受け入れながら1人でも本当に救済できれば
いいと思う。ただ、他にも似たようなサービスが
あるので、弁護士が相談に乗ることのセールスポ
イントをアピールすることが重要ではないか。」
「無料で匿名も可という相談だとすると、弁護

士の業務につながらないように思えるが、大丈夫
なのか。社会的な意義だけで持ち出し事業として
行うのだとすると、続けていけるのか心配。」
「今後は、相談の蓄積を踏まえて、子どもが弁

護士との接触を早いうちに持てることの意義や、
それが解決につながっていくという具体的成果を
是非、検証・報告してほしい。」
「アンケートを見ると相談してよかったという

回答が多く、相談を受ける弁護士のスキルが高い
のだと思われるが、スキルの高い弁護士の確保が
重要ではないか。」
「周知方法としては、学校でも紹介できれば、

【当会副会長】  小川 英郎（４９期）  Hideo Ogawa

【当会副会長】  中村 悦朗（57期）  Etsuo Nakamura

46  NIBEN Frontier  2022年5月号



相談者が増えるのではないか。あるいは、子ども
がよく見る情報番組などで紹介してもらうといい
のではないか。」

2. 当会の広報活動のあり方について

報告：副会長 中村 悦朗
二つ目の議題は、当会の広報活動のあり方につ

いてでした。

⑴　広報体制
当会の広報活動は、役員直結の独立性の高い広

報室が担っています。広報室では、広報室職員と
嘱託の広報室職員が編集作業等を行っています。

対外的な広報ツールとしては、第1に、NIBEN 
Frontierという会報誌（月刊）の発行、第2にホー
ムページ、第3にツイッター、最後にパンフレッ
トがあります。外部広報の範囲は、以前は専門家、
裁判所、あるいは大学といった、比較的狭い範囲
を主たる対象にしていましたが、最近では法曹志
望者をはじめ、広く一般市民に弁護士というもの
を知ってもらうために、積極的な広報活動を始め
ています。

⑵　NIBEN Frontier
NIBEN Frontierは、会報誌という雑誌の性質

上、法曹実務関係の記事が中心ということになら
ざるを得ませんが、法曹関係者に限らず、また、
一般の方にも面白く分かりやすい記事を掲載しよ
うと心掛けています。表紙についても、以前より
工夫を凝らして、堅苦しさをあまり感じさせない
ような雰囲気にすることを心掛けています。

⑶　ホームページ・ツイッター
ホームページは、当会の対外的な発信として最

も重視しています。見やすいようにレイアウトを
工夫しています。掲載する情報も、市民の皆様に
とって必要な情報を探しやすいレイアウトになっ
ています。例えば、弁護士になろうかなと考えて
いる方であれば、ホームページから「弁護士の魅
力」というページに入ってインタビュー記事を閲
覧できるようにしています。イベントレポートでは、
当会のさまざまな活動を理解していただくために

憲法問題や法教育関係のイベントなどを随時掲載
しています。

ツイッターの課題としては、若干記事の掲載ま
でに時間がかかり、タイムリーさに欠けるという
点です。弁護士会のツイッターという性質上、軽
率な発言などを載せることがないようにといった
配慮が必要なのでやむを得ない点もありますが、
随時工夫を凝らしたいと考えています。

⑷　市民会議委員からのご意見
「以前のホームページよりずっと見やすくなっ

た。ただ、まだ文字数が多いように思う。入口部
分は比較的少ないが、入っていくと文字が多い。
法律家は文字に慣れていると思うが、一般の方は
そうではないので、文字数を少なくした方がいい。」
「検索エンジンで、『東京　弁護士』と検索する

と、やっぱり東京弁護士会が出てくる。第二東京
弁護士会が、その情報の中に埋もれてしまわない
ように、第二東京弁護士会の独自性をもっと積極
的にアピールしたほうがいい。」
「縦型のスマートフォン画面を意識したスマホ

用のホームページ作りを意識するといいと思う。
YouTubeの一覧画面のように、動画のタイトル
のような画面と文字情報だけが縦にずっと連なっ
ていて、そこをタップすると、見たい情報が見ら
れるというような、縦型の見やすいホームページ
にするのがいいのかなと思った。」
「弁護士の方にも若い方やSNSが得意な方がい

ると思うので、ぜひそういった方の意見なども聞
きながら、二弁のファンを増やす施策を進めてい
ただきたい。」 
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